
①本人または生計を維持している方が火災
などで住宅や財産に２分の１以上の損害
を受けた方

第３段階～第８段階で以下のいずれかに当
てはまる方
②生計を維持している方の死亡や長期入院
で所得が２分の１以下になった方
③生計を維持している方が事業の廃止や失
業で所得が２分の１以下になった方
④生計を維持している方が不作や不漁で所
得が２分の１以下になった方

⑤第１段階で老齢福祉年金を受給している
方で以下の全てに当てはまる方
　（ア）世帯全員の前年もしくは今後１年間

の収入金額が次の金額以下であること
単身世帯 60万円
二人世帯 60万円
三人以上の世帯
60万円＋17.5万円×（世帯の人数－２）

　（イ）資産などを活用してもなお生活が困
窮していること

　（ウ）市町村民税が課税されている方と生
計同一でないまたはその方の扶養を受
けていないこと

⑥第２段階で以下の全てに当てはまる方
　上記⑤の（ア）（イ）（ウ）に同じ

⑦第３段階で以下の全てに当てはまる方
　（ア）世帯全員の前年もしくは今後１年

間の収入金額が次の金額以下であるこ
と
単身世帯 120万円
二人世帯 120万円
三人以上の世帯
120万円＋35万円×（世帯の人数－２）

　上記⑤の（イ）（ウ）に同じ

⑧第３段階で外国籍高齢者等福祉給付金を
受給している方

⑨刑事施設に１ヵ月を超えて入所している
方

※減免の対象となるのは、申請された年度の納期限の到来してい
ない納期分の保険料です。

今の保険料と減少
した所得を基に計
算し直した保険料
との差額

入所月から退所月
の前月までの期間
の保険料

減免対象者 減免金額

保険料の２分の１

保険料の全額

保険料の２分の１

保険料の３分の１

保険料の３分の１

情
報
ペ
ー
ジ

催
し 

＆ 

施
設
ガ
イ
ド

各
種
相
談

情
報
わ
い
ど

保
健
の
ペ
ー
ジ

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
わ
い
ど

情
報
ペ
ー
ジ

催
し 

＆ 

施
設
ガ
イ
ド

各
種
相
談

情
報
わ
い
ど

保
健
の
ペ
ー
ジ

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
わ
い
ど

20
年
12
月
31
日
ま
で
に
入
居
さ

れ
た
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
所

得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適

用
は
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
個
人

住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

適
用
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。 

　

な
お
、
平
成
19
年
と
平
成
20
年

の
入
居
者
は
、
所
得
税
で
は
、
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
最
初
の

年
に
、
控
除
率
を
引
き
下
げ
て
控

除
期
間
を
10
年
か
ら
15
年
に
延
長

す
る
方
式
を
選
択
で
き
る
特
例
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

２
．上
場
株
式
な
ど
の
配
当
所

得
と
上
場
株
式
な
ど
の
譲
渡

損
失
と
の
間
で
の
損
益
通
算

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

　

平
成
21
年
１
月
１
日
以
後
に
支

払
い
を
受
け
る
べ
き
上
場
株
式
等

の
配
当
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
配
当
所
得
の
課
税
方
法
に
つ

い
て
、
確
定
申
告
の
際
に
「
総
合

課
税
」
も
し
く
は
「
申
告
分
離
課

税
」
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。 

　

申
告
分
離
課
税
を
選
択
し
た
場

合
に
は
、
配
当
控
除
は
適
用
さ
れ

ま
せ
ん
が
、
上
場
株
式
な
ど
に
か

か
る
譲
渡
損
失
と
の
間
で
損
益
通

算
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま

し
た
。 

※
上
場
株
式
な
ど
の
配
当
な
ど
に

か
か
る
る
配
当
所
得
の
申
告
不

要
の
特
例
を
適
用
し
、
配
当
所

得
を
申
告
し
な
い
こ
と
も
可
能

で
す
。

※
申
告
を
し
た
場
合
は
、
扶
養
控

除
な
ど
の
判
定
に
使
用
す
る
合

計
所
得
金
額
に
配
当
所
得
が
含

ま
れ
ま
す
。

３
．
65
歳
未
満
の
方
の
公
的

年
金
等
所
得
に
係
る
所
得
割

の
徴
収
方
法
が
、
一
部
変
更

さ
れ
ま
す

　

地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
、
平

成
21
年
度
か
ら
は
公
的
年
金
所
得

に
係
る
住
民
税
を
、
給
与
か
ら
は

天
引
き
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、
平
成
20
年
度
ま

で
は
給
与
所
得
分
と
公
的
年
金
所

得
分
を
合
算
し
て
給
与
天
引
き
さ

れ
て
い
た
65
歳
未
満
の
方
々
に
、

新
た
に
公
的
年
金
所
得
分
を
別
途

納
付
書
で
支
払
う
手
間
が
生
じ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
新
た
に
地
方
税
法
が

改
正
さ
れ
、
平
成
22
年
度
分
か
ら

は
65
歳
未
満
の
方
の
公
的
年
金
所

得
に
係
る
住
民
税
が
、
給
与
か
ら

天
引
き
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
（
平
成
20
年
度
以
前
と
同
様
の

徴
収
方
法
に
戻
り
ま
す
）。

　

65
歳
以
上
の
方
に
つ
き
ま
し
て

は
、
平
成
21
年
度
と
同
様
に
、
給

与
所
得
に
係
る
住
民
税
は
給
与
天

引
き
と
な
り
、
公
的
年
金
所
得
に

係
る
住
民
税
は
、
公
的
年
金
か
ら

天
引
き
さ
れ
ま
す
（
天
引
き
で
き

な
い
場
合
は
普
通
徴
収
と
な
り
、

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
て
納

付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
）。

　

平
成
22
年
度
か
ら
実
施
さ
れ

る
、
住
民
税
の
主
な
改
正
点
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

１
．
住
民
税
の
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
（
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
）
が
変
わ
り
ま
す

●
本
人
か
ら
市
町
村
へ
の
申
告
は

原
則
不
要
と
な
り
ま
す
。

　

従
来
、
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
（
平
成
11
年
か
ら
18
年
ま
で

に
入
居
さ
れ
た
方
）
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
本
人

が
毎
年
３
月
15
日
ま
で
に
市
町
村

へ
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た

が
、
地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
、

給
与
支
払
報
告
書
（
源
泉
徴
収
票
）

に
記
載
さ
れ
た
「
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
可
能
額
」
や
「
居
住
開

始
年
月
日
」
な
ど
を
基
に
市
町
村

が
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
を
計
算
す

る
こ
と
と
さ
れ
、
本
人
か
ら
市
町

村
へ
の
申
告
は
原
則
不
要
と
な
り

ま
し
た
。

▼
控
除
さ
れ
る
額　

次
の
い
ず
れ

か
小
さ
い
額
が
住
民
税
か
ら
控
除

さ
れ
ま
す 

・
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可

能
額
の
う
ち
所
得
税
に
お
い
て

控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
額 

・
所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
な

ど
の
額
に
５
％
を
乗
じ
て
得
た

金
額
（
上
限
９
万
７
千
500
円
）

●
新
た
に
平
成
21
年
か
ら
25
年
に

入
居
さ
れ
る
方
も
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

従
来
、
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
の
対
象
は
平
成
11
年
か
ら
18

年
ま
で
に
入
居
さ
れ
て
い
た
方
に

限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
景
気
対

策
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
住
宅
投
資

を
活
性
化
す
る
た
め
に
、
地
方
税

法
が
改
正
さ
れ
、
新
た
に
平
成
21

年
か
ら
25
年
に
入
居
さ
れ
た
方
の

う
ち
所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
を
控
除
し
き
れ
な
い
方
に
つ
き

ま
し
て
も
、
平
成
22
年
度
以
降
の

住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
し
た
。

※
平
成
19
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

　

退
職
や
失
業
な
ど
に
よ
り
所
得

が
無
く
な
っ
た
り
、
著
し
く
減
少

し
た
場
合
で
、
一
定
の
要
件
を
満

た
し
て
い
れ
ば
減
免
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
減
免
の
申
請
を

さ
れ
る
方
は
、
納
期
限
の
７
日
前

ま
で
に
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
減
免
申
請
書
は
税
務
グ

ル
ー
プ
の
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

▼
対
象

【
Ａ
】
次
の
①
～
③
全
て
に
該
当

す
る
方

①
平
成
21
年
中
の
総
所
得
金
額
が

800
万
円
以
下
の
方

②
失
業
、
休
業
、
ま
た
は
廃
業
な

ど
の
事
由
が
発
生
し
た
方

※
休
業
の
場
合
は
、
休
業
期
間
中

に
納
期
限
の
到
来
す
る
納
期
分

の
み
が
減
免
対
象
と
な
り
ま
す
。

③
事
由
発
生
後
１
年
間
の
総
所
得

金
額
が
、
前
年
の
総
所
得
金
額

と
比
べ
て
半
分
以
下
に
減
少
す

る
と
認
め
ら
れ
る
方

【
Ｂ
】
納
税
義
務
者
が
死
亡
し
、
相

続
人
の
納
税
が
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
（
課
税
の
基
礎
と

な
っ
た
年
分
の
相
続
人
及
び
被
相

続
人
の
両
方
に
お
い
て
総
所
得
金

額
が
800
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の　

納
税
通

知
書
、
印
鑑
、
前
述
の
②
・
③
に

該
当
す
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
書

類
（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、

無
職
の
申
立
書
、
税
務
署
へ
の
廃

業
届
出
書
控
、
医
師
の
診
断
書
な

ど
。
年
金
受
給
者
は
年
金
証
書
・

年
金
改
定
通
知
な
ど
最
新
の
年
金

額
が
わ
か
る
も
の
）

▼
問
合
せ　

税
務
グ
ル
ー
プ 

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
８

▼
問
合
せ　

税
務
グ
ル
ー
プ 

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
８

平
成
22
年
度

住
民
税（
町
民
税
・
県
民
税
）改
正

住
民
税（
町
県
民
税
）の
減
免

７月１日より販売開始
　はりま町「景気買福券」は、町内の取扱店に限って
利用できる商品券で、１万円で１万１千円のお買い
物ができるお得なプレミアム商品券です。昨年夏に
も販売し、大変好評でした。今年も次の通り販売いた
しますので、ぜひお買い求めください。
▶販売日時　７月１日（木）～11日（日）
　　　　　　９：00～15：00
▶販売場所　播磨町中央公民館
※完売時点で終了します。
※一人３万円まで購入いただけます。
▶利用期間　７月１日～12月31日
▶取扱店　　来月号広報でお知らせします
▶問合せ　播磨町商工会 ☎０７９（４３５）１６３０

介護保険料の減免制度のお知らせ
▶問合せ　保険年金グループ　☎０７９（４３５）２５８２

　平成22年度の介護保険料は、６月に決定して通知させていただき
ます。減免制度（下表）もありますので、該当される方は申請してく
ださい。

10
広報はりま 22.6

11
広報はりま 22.6


